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日本体育協会マーク・Sports for Allマーク使用のガイドライン 

 

■まず最初にご覧ください 

１．日本体育協会マーク・Sports for Allマークとは、次のものを言います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．原則として、使用する際には日本体育協会（本会）への申請手続きが必要です。 

※但し、下記に該当する場合は申請の必要はございません。 

①報道機関が報道目的で使用する場合 

 

３．申請について 

 ■上記①以外の者が営利を目的とせず使用する場合の申請手続きは以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）※審査の結果、デザイン等を修正していただく場合がございます。 

※許可通知には承認番号が記載されています。 

 

詳しくは「日本体育協会マーク及びSports for Allマークの使用に関する規程」をご覧ください。 
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Sports for Allマーク 

 

 

申請者 

（加盟団体・関係団体等） 

①申請書の提出 

②許可通知の送付 

日本体育協会 

広報・キャンペーン課 

 

標章使用申請・問い合わせ先 

総務部 広報・キャンペーン課 

TEL 03-3481-2273 

FAX 03-3481-2284 

E-mail:campaign@japan-sports.or.jp 
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